
公共施設等のあり方に関する 

調査特別委員会会議録    

平成２１年２月９日（月） 

（開 会）  １０：０２ 

（閉 会）  １６：４５ 

○ 委員長   

 ただいまから公共施設等のあり方に関する調査特別委員会を開会いたします。 

 「公共施設等のあり方について」を議題といたします。 

 公共施設等のあり方に関する第一次実施計画について、執行部の補足説明を求めます。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 公共施設等のあり方に関する第一次実施計画について御報告いたします。 

 この第一次実施計画につきましては、昨年３月に策定いたしました公共施設等のあり方に関

する基本方針に基づき、市民、関係団体、公共施設等のあり方検討小委員会、行財政改革推進

委員会や議会の皆さんの御意見等を参考にさせていただきながら、今月２日に開催いたしまし

た飯塚市行財政改革推進本部において策定したものでございます。 

 初めに、昨年１１月から１２月にかけまして、第一次実施計画（素案）、たたき台に対しまし

て市民の皆さんから御意見、募集をいたしておりますが、その結果について御説明いたします。 

 配付いたしております飯塚市公共施設等のあり方に関する第一次実施計画（素案）について

の市民意見の集約をお願いいたします。 

 ２に記載いたしておりますように、個別意見としては２９３人の方から３４１件の意見が提

出されております。また、自治会連合会、筑穂支部から署名による意見書が提出され、署名者

数は２,３４３人となっております。その内容につきましては、３の２で記載いたしております

ように、７件の施設について署名による意見書が提出されております。 

 ２ページをお願いいたします。個別意見について、施設ごとに意見を集約いたしております

が、小中学校に関する意見が１４４件、図書館に関する意見が１２２件となっております。 

 続きまして、公共施設等のあり方に関する第一次実施計画について御説明いたします。配付

いたしております第一次実施計画の資料をお願いいたします。 

 主な修正でございます。その前に、方向性につきましては趣旨が変わらないもの、それから

字句、文言の整理、箇条訂正や軽微な修正などについては記載いたしておりません。 

 主な修正内容について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。策定に当たっての基本的な考え方でございますが、公の施設

等は市民の福祉の増進を図るための施設で、市民にとって最も身近で密接に関係する施設であ

る旨の記述を追加いたしております。 

 ２ページをお願いいたします。３、計画の策定でございますが、第一次と第二次の対象施設

を明確にいたしております。 

 ３ページをお願いいたします。参考の中で、行政財産と普通財産の用語の意味を記載いたし

ております。 

 ５ページをお願いいたします。小学校でございますが、具体的な内容で、素案では１２学級

未満の小学校を「８校」といたしておりましたが、特別支援学級を除き「９校」でございまし

たので修正いたしております。また、１８学級以上は「４校」としておりましたが、特別支援

学級を除き「３校」でございましたので修正をいたしております。 

 ６ページをお願いいたします。上から２行目ですが、素案では、耐震補強工事及び大規模改

修工事等は、立岩小学校及び庄内小学校は「平成２２年度」から実施することにいたしており

ましたが、庄内小学校につきましては「平成２３年度」に実施ということで修正をいたしてお

ります。 



 ９ページをお願いいたします。中学校でございますが、①で、素案では、９学級未満の中学

校を「３校」としておりましたが、特別支援学級を除き「４校」でございましたので修正をい

たしております。また、９学級以上は「９校」としておりましたが、特別支援学級を除き「８

校」でございますので修正をいたしております。 

 １４ページをお願いいたします。公民館・類似公民館で、見直しの方向の②でございますが、

立岩公民館、二瀬公民館、鎮西公民館につきましては、素案では、「小中学校への併設の是非に

ついて検討し」といたしておりましたが、「小学校、中学校と複合施設化するのか、または現在

地において大規模改修工事等を行うかなどについて検討を行い」に修正をいたしております。 

 １８ページをお願いいたします。文化会館・頴田文化施設サンシャインかいたでございます

が、見直しの方向の①の文化会館で、素案では、「平成２１年度から再度指定管理者による管理・

運営を行う」を「平成２２年度」からに修正をいたしております。 

 １９ページをお願いいたします。歴史資料館（室）・郷土資料館ですが、穂波郷土資料館及び

庄内歴史資料室につきましては、廃止後「当分の間は収蔵庫や地域の歴史研究団体等の活動拠

点施設等として有効利活用する」旨追加記述をいたしております。また、②で、「観光都市づく

りの拠点施設」を削除し、「隣接自治体を含む他の歴史的文化遺産や関係団体等と連携を図りな

がら、市内の歴史的文化遺産等を生かしたまちづくりを推進する」と追加するとともに、「行政

として継続する事務事業、直営で行う事務事業の整理を行いながら」という文言を追加いたし

ております。 

 ２１ページをお願いいたします。図書館・公民館図書室でございますが、素案の見直しの方

向の①で、「穂波図書館と頴田図書館については、平成２１年度中に廃止し、地区公民館図書室

とする」旨記載いたしておりましたが、「頴田図書館は、地区公民館の図書室として存続させ、

今後のあり方については、読書環境の充実を図ることが必要であることから、利用者や地域住

民の意見を聞きながら引き続き検討する」と修正をいたしております。また、「穂波図書館につ

きましても、利用者の利便性や利用実態等を考慮し、平成２１年度までに利用者やボランティ

ア団体等の意見を聞きながら、再度検討を行い方向性を決定する」と修正をいたしております。

また、③を削除いたしております。 

 ２３ページをお願いいたします。見直しに当たって考慮すべき事項の①の八木山青年の家で

ございますが、八木山地域の活性化に向けて検討する必要がある旨を追加記述いたしておりま

す。 

 ２４ページをお願いいたします。③の庄内生活体験学校でございますが、「公用マイクロバス

等の活用策を検討する」旨、素案では記載いたしておりましたが、「公用マイクロバス等を活用

した中で、市内全域において幅広く事業を展開できる方策を検討する」に修正をいたしており

ます。その他の文化生涯学習施設でございますが、見直しの方向の①の庄内生涯学習交流館で、

「庄内図書館の付属施設として使用する」を追加いたしております。また、③の山口コミュニ

ティセンターで、「地元自治会が地縁団体の認可を受けるまでは無償貸与する。」を追加いたし

ております。 

 ２６ページをお願いいたします。体育館でございますが、③で、体育館廃止に伴って削減で

きる経費の一部について、「地区体育振興会等に対する財政支援等の経費に充てる。」を追加い

たしております。 

 ２９ページをお願いいたします。弓道場でございますが、見直しの方向で、素案では、大規

模改修工事等の必要性が生じた際は、「廃止等を含め弓道関係団体等と協議を行いながら検討を

行い決定する。」といたしておりましたが、「弓道関係団体等と協議を行いながら決定する。」に

修正をいたしております。 

 ３２ページをお願いいたします。野球場でございますが、見直しの方向の①で、飯塚野球場

について、素案では、「野球関係団体等」と記述いたしておりましたが、「スポーツ関係団体等」



に修正をいたしております。 

 ３９ページをお願いいたします。関の山いこいの森でございますが、具体的な内容で、素案

では、「急傾斜地に設置されていることから、利用者の安全面での課題があり、風水被害による

休止の時期が多いとともに」と記載いたしておりましたが、「県が指定する砂防指定地及び急傾

斜地に設置されており、これまで災害復旧工事、自然災害防止、予防治山事業を数回にわたり

行っている」旨追加記載をいたしております。艇庫でございますが、見直しの方向で、素案で

は、「海洋性スポーツ団体等に移譲する。移譲するまでの間は無償貸与する。」としておりまし

たが、「海洋性スポーツ団体等に移譲または貸与する。」に修正をいたしております。 

 ４１ページをお願いいたします。保育所の見直しに当たって考慮すべき事項で、「敷地の一部

に民有地が混在しており、土地所有権の整理を行う必要がある」旨記載いたしておりましたが、

削除をいたしております。 

 ４４ページをお願いいたします。特別養護老人ホーム、筑穂桜の園の見直しの方向でござい

ますが、素案では、「現指定管理者または民間事業者等に民間移譲する。」としておりましたが、

「現指定管理者である社会福祉協議会に移譲する。移譲を希望しない場合は、再度関係団体と

協議を行い、平成２４年度までに見直しの方向性を決定する」旨修正をいたしております。 

また、見直しに当たって考慮すべき事項の②で、「基金の取り扱いについて検討する必要がある」

旨追加記載をいたしております。 

 ４６ページをお願いいたします。筑穂高齢者生活福祉センターの見直しの方向で、指定管理

者が移譲を希望しない場合は、「再度地域住民、関係団体等と協議を行い、平成２４年度までに

決定する」旨追加記載をいたしております。 

 ４７ページをお願いいたします。頴田高齢者福祉センターでございますが、見直しに当たっ

て考慮すべき事項の①で、「地域コミュニティ団体等が維持管理するに当たっては、人的支援を

含め当分の間統合整理に伴って削減される経費の一部を財政支援する仕組みについて検討する

ことが必要である」旨追加記載をいたしております。 

 ４９ページをお願いいたします。保健福祉総合施設でございますが、見直しの方向の②の筑

穂保健福祉総合センターで、素案では、指定管理者が事業継続を希望しない場合、「設置目的を

引き継ぎしながら管理運営を行うことが可能な民間事業者等に移譲する」としておりましたが、

指定管理者が貸与を希望しない場合は、「再度地域住民や関係団体等と協議を行いながら、平成

２４年度までに見直しの方向性を決定する」旨修正をいたしております。 

 ５２ページをお願いいたします。穂波ふれあい会館の具体的な内容でございますが、施設設

置までの経緯について、「施設建設費の一部を穂波町社会福祉協議会が寄附した」旨追加記載を

いたしております。 

 ５３ページをお願いいたします。忠隈住民センターの見直しに当たって考慮すべき事項でご

ざいますが、「削減できた経費の一部を財政支援する仕組みについて検討することが必要であ

る」旨追加記載をいたしております。 

 保健センターでございますが、見直しの方向で、平成２１年度の早い時期での保健師と職員

の穂波庁舎内への集約について追加記載するとともに、素案では、「平成２０年度末で飯塚保健

センターの一部を休止する。」としておりましたが、「保健師等を集約した時点で飯塚保健セン

ターの一部を廃止する」旨修正をいたしております。 

 ５７ページをお願いいたします。飯塚霊園の具体的な内容で、平成２１年度の「できるだけ

早い時期」に決定する旨修正をいたしております。 

 ６９ページをお願いいたします。庄内農産物直売所の見直しの方向でございますが、素案で

は、「農業関係団体等と協議を行いながら」を「地域関係者や農業関係団体等の意見を聞きなが

ら」に修正をいたしております。 

 ７２ページをお願いいたします。庄内農産物加工所の見直しの方向で、素案では、「平成２２



年度末で廃止し、現利用者または農業関係団体等に貸与する。貸与を希望しない場合は民間事

業者等に貸付を行う。」といたしておりましたが、「平成２２年度までは現行どおり設置し」に

修正をいたしております。 

 ７３ページをお願いいたします。頴田農産物直売所（四季の里）の見直しの方向で、素案で

は、指定管理者、地域農業関係団体等に「貸与するか、または民間移譲する」旨記載いたして

おりましたが、指定管理者、地域農業関係団体等に「移譲もしくは貸与するかまたは民間譲渡

する」旨修正をいたしております。 

 ７４ページをお願いいたします。八木山高原ユースホステル及び八木山高原集会所の見直し

に当たって考慮すべき事項でございますが、八木山地域の活性化に向けて考慮すべき事項を追

加記載いたしております。 

 ７６ページをお願いいたします。庄内温泉筑豊ハイツの見直しに当たって考慮すべき事項の

②でございますが、施設の立地条件、現状を踏まえた中で、現指定管理者が移譲を希望せずに

民間譲渡等を行う場合、本市の施設運営方針に沿った管理運営が可能な民間事業者等を選定す

る必要性について追加記載をいたしております。 

 旧伊藤伝右衛門邸の見直しの方向でございますが、素案では、「できるだけ早期（平成２３年

度をめど）に指定管理者制度を導入する」といたしておりましたが、「国指定重要文化財指定後

（平成２６年度をめど）に」に修正をいたしております。 

 ８１ページをお願いいたします。乾燥調整施設、ライスセンターの見直しの方向の②で、大

分ライスセンター作業所につきましては、素案では、「関係団体等」としておりましたが、「農

業関係団体等」に修正をいたしております。 

 ８５ページをお願いいたします。同和会館・人権啓発センターの見直しの方向の①で、素案

では、「関係団体等と協議を行い決定する」といたしておりましたが、「利用者や関係団体等の

意見を聞きながら検討を行い決定する。」また、次のページの②でも「関係団体等と協議」を「関

係団体の意見を聞きながら」に修正をいたしております。また、具体的な内容で、素案では、

穂波人権啓発センターは、昭和５０年に設置しと記載いたしておりましたが、平成１２年に大

規模改修工事を実施いたしておりますので、その旨記載するとともに、「見直しに当たって考慮

すべき事項」を削除いたしております。 

 ８６ページをお願いいたします。男女共同参画の見直しの方向でございますが、次のページ

をお願いいたします。素案では、指定管理者制度の導入について、「関係団体等と協議を行いな

がら決定する」旨記載いたしておりましたが、「利用者や関係団体等の意見を聞きながら検討を

行い決定する。」と修正をいたしております。 

 ８７ページをお願いいたします。飯塚総合会館の見直しの方向でございますが、素案では、

廃止後は「本庁舎の別館として位置づけて、会議室等として使用する。」としておりましたが、

「当分の間は立岩公民館の施設（一部は執務室または会議室）として使用として利活用する。」

と修正をいたしております。なお、次のページの「見直しに当たって考慮すべき事項」につき

ましては、見直しの方向を修正いたしましたので削除をいたしております。 

 以上が見直しの方向におけます主な修正点でございますが、別に配付いたしております第一

次実施計画におきましては、小中学校における施設の管理運営コストを削除いたしております。 

 また、残存価額を記載いたしますとともに、減価償却費を除いた収支比率等もあわせて記載

をいたしております。 

 次に、実施計画を計画どおり実施した場合の効果額についてでございます。見直しの方向を

後年度に先送りしたものを除きまして改築工事等に伴います額でございます。平成２１年度で

は約２千万円、２２年度では約１億円、２３年度では約１億３千万円、２４年度では約１億４

千万円、２５年度では約１億４千万円、２６年度では約１億円、２７年度では約１億１千万円

となっております。これにつきましては概算の額でございます。また、土地の売却等にかかる



一時的な効果額といたしましては、約７億３千万円となっております。 

 なお、前回の特別委員会で、第二次実施計画策定のスケジュールについては、第一次実施計

画策定の際にお示ししたいという答弁をいたしておりましたが、第二次実施計画では、現在位

置等に存続します小中学校以外が対象でございます。初めに御説明いたしましたように、小中

学校の統廃合については市民の皆さんからたくさんの意見書が提出され、また特別委員会にお

きましても、特に小中学校の再編整備につきましては大変厳しくなることが予想され、保護者

や地域住民に対する説明会や意見を聞く場の設定など、素案を初め実施計画策定までには時間

をかけながら慎重に対応する必要性について御意見等があったところでございます。 

 このようなことから、策定までのスケジュールにつきましては、素案の内容、作成時期も含

め、教育委員会だけではなく市長部局も含め関係部署で慎重に検討を行う必要があることから

今回は提出いたしておりませんが、できるだけ早い時期に作成を行い、特別委員会に御報告さ

せていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、第一次実施計画についての説明を終わります。 

 


